
 

 

 

 

公 表 第 ６ 号 

  

  

 

   地方自治法第１９９条第１２項の規定により、久留米市長、久留米市教育委員会教育長及び

田主丸財産区管理者から当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のと

おり公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     令和２年３月３０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 久留米市監査委員  権 藤   満 

                 久留米市監査委員  樋 口 明 男 

                 久留米市監査委員  甲斐田 義 弘 

久留米市監査委員  塚 本 弘 道 

 

 

 

 

 



監査実施年度： 令和元年度
部局名： 都市建設部

　　　指摘事項等 措置状況等

指
摘
事
項

事
務
監
査

公印取扱
事務

　当部次長が管守する市長印が、規則に定められ
た事項以外の目的で使用されているものがある。

課内において久留米市公印規則の周知を実施し認識を深
め、規則に従い目的に合わせて公印を使用するなど、適
正な事務処理に努めております。

指
摘
事
項

財
務
監
査

現金取扱
事務

　歳入を収納したときは、収納の日又はその翌日
までに金融機関に払い込まなければならないとさ
れているが、遅れて払い込んでいるものがある。

歳入の収納にあたっては、担当者間の引継ぎ及び組織的
な確認を徹底し、収納当日の支払いができなかった場合
も収納の翌日までには、金融機関への払い込みを完了さ
せるなど、適正な事務処理に努めております。

指
摘
事
項

財
務
監
査

郵便切手
等管理事
務

　保管している切手・はがきについて、現在数と
受払簿の残数が一致しないものがある。

切手・はがきの保有枚数を確認し、受払簿の是正を行う
とともに、定期的に残数確認を行うなど、適正な事務に
努めております。

指
摘
事
項

財
務
監
査

契約事務 　２件の樹木剪定業務委託について、50万円以下
の予定価格で、2社からの見積りで随意契約を
行っている。契約内容をみると、実施範囲は違う
が、履行期間が重複している。原則は入札であ
り、随意契約はあくまでも例外的な手続きである
ことに鑑み、やむをえず随意契約とする場合は、
合理的な理由があるかどうか十分検討し、経済
性、公正性の確保を図られたい。

地元要望対応の業務を発注する際は、要望箇所の確認お
よび地元との調整を十分に行い、同様な事案が発生しな
いよう、適正な契約事務に努めております。

意
見

事
務
監
査

　都市計画区域や都市計画道路をはじめとする道
路網、市営住宅、公園等の社会資本については、
中長期的視点から再検討を行う必要がある。ま
た、長寿命化、公共施設最適化など、既存ストッ
クの活用・保全など創意工夫も求められる。財源
の面では、国・県及び関係機関と連携を強化し、
社会資本整備総合交付金や防災・安全交付金をは
じめとする財源の確保が不可欠である。自然災害
が大型化する中、これらの事業を計画的に進め、
「住みやすさ日本一」の実現に取り組むことを望
む。

近年頻発している大雨等の自然災害に対し、市民の生
命・財産を守り、被害が致命的なものにならず迅速に回
復するまちを構築するため、国土強靭化基本法に基づ
き、関係部局において国土強靭化地域計画の策定を進め
ております。多岐に渡る行政分野の取組も含めた計画と
なることから、各部局と連携し調整を図ってまいりま
す。
浸水被害の軽減に向けては、既に国・県と連携して対策
案の検討を進めていますが、今年度より市管理河川を対
象とした庁内の豪雨対策検討プロジェクトの中で検討を
進めてまいります。
　また、災害に強いまちを実現するためには、都市機能
など限られた資源の集中的、効率的な利用や災害危険性
の低い地域への居住誘導など、コンパクトなまちの構築
に向けた取り組みとして、土地利用誘導方針の策定や駅
周辺の開発許可制度の見直しに取り組むとともに、長期
未着手の都市計画道路や公園などについては、必要性の
検証等を行いながら見直しを行っているところです。
　一方、本市の公共インフラは、高度経済成長期に集中
的に整備され一斉に老朽化を迎えており、今後も適切な
維持管理を行うためには、致命的な損傷が生じる前に修
繕を行う予防保全の視点をもって取り組む必要がありま
す。このため、橋梁、公園などのインフラ施設について
は、公共施設総合管理基本計画や施設別の長寿命化計画
等に基づき、定期的に点検、診断を行いながら、計画的
な維持管理とライフサイクルコストの縮減に取り組んで
まいります。
　なお、限られた財源を有効かつ効率的に活用するた
め、事業の選択と集中を今後より一層図りながら、国か
らの交付金などの貴重な財源の活用・確保に向け、国・
県及び関係部局との連携を強化してまいります。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況



監査実施年度： 令和元年度
部局名： 田主丸財産区

　　　指摘事項等 措置状況等

指
摘
事
項

財
務
監
査

契約事務 　森林管理プロジェクトオフセット・クレジット
（J-クレジット）売買契約において、十分な認識
がなされないまま、瑕疵担保責任の存続期間につ
いて、民法の規定より制限するなど、当財産区に
とって不利な内容となっているものがある。

指摘を受け、先方と協議を行い、今後の売買契約
においては、田主丸財産区の契約様式を使用する
ことで了承をえたので、不利益な内容は解消が図
られます。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況


